
議案第１８号 

東京都板橋区立榛名林間学園条例施行規則を廃止する規則 

 上記の議案を提出する。 

  令和７年３月２７日 

提出者  板橋区教育委員会教育長 長沼 豊  

 

東京都板橋区立榛名林間学園条例施行規則を廃止する規則 

 東京都板橋区立榛名林間学園条例施行規則（平成９年東京都板橋区教育委員会

規則第９号）は、廃止する。 

付 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和７年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。  

（経過措置） 

２ この規則による廃止前の東京都板橋区立榛名林間学園条例施行規則（以下「旧

規則」という。）第５条の２の規定による使用料の納付、第７条の規定による使

用料の還付及び旧規則第１４条の規定による事業報告書の提出については、なお

従前の例による。 

（東京都板橋区立教育施設の使用料減免規則の一部改正） 

３ 東京都板橋区立教育施設の使用料減免規則（平成 29 年東京都板橋区教育委員会

規則第 13 号）の一部を次のように改正する。 

  第２条中第３号を削り、第４号を第３号とし、第５号から第８号までを１号ず

つ繰り上げる。 

  別表第１中「東京都板橋区立八ケ岳荘、東京都板橋区立榛名林間学園」を「東

京都板橋区立八ケ岳荘」に改める。 

  別表第２中「東京都板橋区立八ケ岳荘、東京都板橋区立榛名林間学園」を「東

京都板橋区立八ケ岳荘」に改める。 

 

（提案理由） 

東京都板橋区立榛名林間学園条例の廃止に伴い、同条例施行規則の廃止及び東京



都板橋区立教育施設の使用料減免規則の一部改正を行う必要がある。 
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東京都板橋区立教育施設の使用料減免規則の一部を改正する規則新旧対照表 

 

改正後 改正前 

○東京都板橋区立教育施設の使用料減免規則 ○東京都板橋区立教育施設の使用料減免規則 

平成29年12月20日東京都板橋区教育委員会規則第13号 平成29年12月20日東京都板橋区教育委員会規則第13号 

  

第１条 略 第１条 略 

（対象施設） （対象施設） 

第２条 この規則において、教育施設とは、次に掲げる施設をいう。 第２条 この規則において、教育施設とは、次に掲げる施設をいう。 

(１)（２）略  (１)（２）略 

 （削除） (３) 東京都板橋区立榛名林間学園条例（平成９年板橋区条例第19号）第

１条に規定する東京都板橋区立榛名林間学園 

(３) 東京都板橋区立教育科学館条例（昭和63年板橋区条例第27号）第１

条に規定する東京都板橋区立教育科学館 

(４) 東京都板橋区立教育科学館条例（昭和63年板橋区条例第27号）第１

条に規定する東京都板橋区立教育科学館 

(４) 東京都板橋区立郷土芸能伝承館条例（平成元年板橋区条例第44号）

第１条に規定する東京都板橋区立郷土芸能伝承館 

(５) 東京都板橋区立郷土芸能伝承館条例（平成元年板橋区条例第44号）

第１条に規定する東京都板橋区立郷土芸能伝承館 

(５) 東京都板橋区立郷土資料館条例（平成元年板橋区条例第48号）第１

条に規定する東京都板橋区立郷土資料館 

(６) 東京都板橋区立郷土資料館条例（平成元年板橋区条例第48号）第１

条に規定する東京都板橋区立郷土資料館 

(６) 東京都板橋区立学校施設開放条例（平成27年板橋区条例第50号）第

２条に規定する学校施設 

(７) 東京都板橋区立学校施設開放条例（平成27年板橋区条例第50号）第

２条に規定する学校施設 

(７) 東京都板橋区立グリーンカレッジホール条例（平成20年板橋区条例

第41号）第１条に規定する東京都板橋区立グリーンカレッジホール 

(８) 東京都板橋区立グリーンカレッジホール条例（平成20年板橋区条例

第41号）第１条に規定する東京都板橋区立グリーンカレッジホール 

  

第３条～第６条 略 第３条～第６条 略 
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改正後 改正前 

別表第１（第４条関係） 別表第１（第４条関係） 

 教育施設 減免する場合 減免する額   教育施設 減免する場合 減免する額  

 東京都板橋区立生涯学習センタ

ー（付帯設備を除く。） 

１ 第３条第１号の場

合 

免除   東京都板橋区立生涯学習センタ

ー（付帯設備を除く。） 

１ 第３条第１号の場

合 

免除  

 ２ 第３条第２号の場

合 

５割相当額   ２ 第３条第２号の場

合 

５割相当額  

 ３ 第３条第３号の場

合 

３割相当額   ３ 第３条第３号の場

合 

３割相当額  

 ４ 第３条第４号の場

合 

免除   ４ 第３条第４号の場

合 

免除  

 ５ 第３条第５号の場

合 

５割相当額   ５ 第３条第５号の場

合 

５割相当額  

 ６ 第３条第６号の場

合 

３割相当額   ６ 第３条第６号の場

合 

３割相当額  

 ７ 第３条第７号の場

合 

３割相当額   ７ 第３条第７号の場

合 

３割相当額  

 東京都板橋区立生涯学習センタ

ー（付帯設備に限る。） 

１ 第３条第１号の場

合 

免除   東京都板橋区立生涯学習センタ

ー（付帯設備に限る。） 

１ 第３条第１号の場

合 

免除  

 東京都板橋区立八ケ岳荘 １ 第３条第１号の場

合 

免除   東京都板橋区立八ケ岳荘、東京

都板橋区立榛名林間学園 

１ 第３条第１号の場

合 

免除  

 ２ 第３条第４号の場

合 

免除   ２ 第３条第４号の場

合 

免除  

 ３ 第３条第６号の場

合 

３割相当額   ３ 第３条第６号の場

合 

３割相当額  

 ４ 第３条第８号の場

合 

本人 ５割

相当額 

介護者 免

  ４ 第３条第８号の場

合 

本人 ５割

相当額 

介護者 免
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改正後 改正前 

除 除 

 東京都板橋区立教育科学館 観

覧

料 

１ 第３条第１号の

場合 

免除   東京都板橋区立教育科学館 観

覧

料 

１ 第３条第１号の

場合 

免除  

 ２ 第３条第４号の

場合 

免除   ２ 第３条第４号の

場合 

免除  

 ３ 第３条第８号の

場合 

本人 ５割

相当額 

介護者 免

除 

  ３ 第３条第８号の

場合 

本人 ５割

相当額 

介護者 免

除 

 

 ４ 第３条第９号の

場合 

免除   ４ 第３条第９号の

場合 

免除  

 ５ 第３条第10号の

場合 

免除   ５ 第３条第10号の

場合 

免除  

 ６ 第３条第11号の

場合 

５割相当額   ６ 第３条第11号の

場合 

５割相当額  

 使

用

料 

７ 第３条第１号の

場合 
免除 

  使

用

料 

７ 第３条第１号の

場合 
免除 

 

 ８ 第３条第２号の

場合 

５割相当額   ８ 第３条第２号の

場合 

５割相当額  

 ９ 第３条第７号の

場合 

３割相当額   ９ 第３条第７号の

場合 

３割相当額  

 東京都板橋区立郷土芸能伝承館 １ 第３条第１号の場

合 

免除   東京都板橋区立郷土芸能伝承館 １ 第３条第１号の場

合 

免除  

 ２ 第３条第２号の場

合 

５割相当額   ２ 第３条第２号の場

合 

５割相当額  

 ３ 第３条第３号の場

合 

３割相当額   ３ 第３条第３号の場

合 

３割相当額  
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改正後 改正前 

 ４ 第３条第４号の場

合 

免除   ４ 第３条第４号の場

合 

免除  

 ５ 第３条第５号の場

合 

５割相当額   ５ 第３条第５号の場

合 

５割相当額  

 ６ 第３条第６号の場

合 

３割相当額   ６ 第３条第６号の場

合 

３割相当額  

 ７ 第３条第７号の場

合 

３割相当額   ７ 第３条第７号の場

合 

３割相当額  

 東京都板橋区立郷土資料館 観

覧

料 

１ 第３条第１号の

場合 

免除   東京都板橋区立郷土資料館 観

覧

料 

１ 第３条第１号の

場合 

免除  

 ２ 第３条第４号の

場合 

免除   ２ 第３条第４号の

場合 

免除  

 ３ 第３条第８号の

場合 

本人 ５割

相当額 

介護者 免

除 

  ３ 第３条第８号の

場合 

本人 ５割

相当額 

介護者 免

除 

 

 ４ 第３条第11号の

場合 

５割相当額   ４ 第３条第11号の

場合 

５割相当額  

 学校施設（付帯設備を除く。） １ 第３条第１号の場

合 

免除   学校施設（付帯設備を除く。） １ 第３条第１号の場

合 

免除  

 ２ 第３条第２号の場

合 

５割相当額   ２ 第３条第２号の場

合 

５割相当額  

 ３ 第３条第３号の場

合 

３割相当額   ３ 第３条第３号の場

合 

３割相当額  

 ４ 第３条第４号の場

合 

免除   ４ 第３条第４号の場

合 

免除  

 ５ 第３条第７号の場

合 

３割相当額   ５ 第３条第７号の場

合 

３割相当額  
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改正後 改正前 

 学校施設（付帯設備に限る。） １ 第３条第１号の場

合 

免除   学校施設（付帯設備に限る。） １ 第３条第１号の場

合 

免除  

 ２ 第３条第２号の場

合 

５割相当額   ２ 第３条第２号の場

合 

５割相当額  

 ３ 第３条第３号の場

合 

３割相当額   ３ 第３条第３号の場

合 

３割相当額  

 ４ 第３条第４号の場

合 

免除   ４ 第３条第４号の場

合 

免除  

 東京都板橋区立グリーンカレッ

ジホール 

１ 第３条第１号の場

合 

免除   東京都板橋区立グリーンカレッ

ジホール 

１ 第３条第１号の場

合 

免除  

 ２ 第３条第２号の場

合 

５割相当額   ２ 第３条第２号の場

合 

５割相当額  

 ３ 第３条第３号の場

合 

３割相当額   ３ 第３条第３号の場

合 

３割相当額  

 ４ 第３条第４号の場

合 

免除   ４ 第３条第４号の場

合 

免除  

 ５ 第３条第５号の場

合 

５割相当額   ５ 第３条第５号の場

合 

５割相当額  

 ６ 第３条第６号の場

合 

３割相当額   ６ 第３条第６号の場

合 

３割相当額  

 ７ 第３条第７号の場

合 

３割相当額   ７ 第３条第７号の場

合 

３割相当額  
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改正後 改正前 

別表第２（第４条関係） 別表第２（第４条関係） 

 教育施設 減免する場合 減免する額   教育施設 減免する場合 減免する額  

 東京都板橋区立生涯学習センタ

ー 

１ 利用者の全てが中

学生以上高校生（高校

生相当年齢の者を含

む。）以下である団体

が利用する場合 

免除   東京都板橋区立生涯学習センタ

ー 

１ 利用者の全てが中

学生以上高校生（高校

生相当年齢の者を含

む。）以下である団体

が利用する場合 

免除  

 東京都板橋区立八ケ岳荘 １ 青少年健全育成地

区委員会が教育目的

で利用する場合 

免除   東京都板橋区立八ケ岳荘、東京

都板橋区立榛名林間学園 

１ 青少年健全育成地

区委員会が教育目的

で利用する場合 

免除  

 東京都板橋区立教育科学館 観

覧

料 

１ 区内の幼稚園、

保育所、認定こど

も園等が教育又は

保育目的のために

利用する場合 

免除   東京都板橋区立教育科学館 観

覧

料 

１ 区内の幼稚園、

保育所、認定こど

も園等が教育又は

保育目的のために

利用する場合 

免除  

 ２ 区内の学校教育

法第１条に規定す

る学校（区立学校

及び幼稚園を除

く。）が教育目的

のために利用する

場合 

免除   ２ 区内の学校教育

法第１条に規定す

る学校（区立学校

及び幼稚園を除

く。）が教育目的

のために利用する

場合 

免除  

 東京都板橋区立郷土芸能伝承館 １ 東京都板橋区文化

財保護条例（昭和58年

板橋区条例第16号）第

２条第５号に規定す

る無形民俗文化財の

うち民俗芸能の保持

免除   東京都板橋区立郷土芸能伝承館 １ 東京都板橋区文化

財保護条例（昭和58年

板橋区条例第16号）第

２条第５号に規定す

る無形民俗文化財の

うち民俗芸能の保持

免除  
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改正後 改正前 

団体又は同条第３号

に規定する無形文化

財の保持者若しくは

団体が芸能を保存し、

又は伝承する目的の

ために利用する場合 

団体又は同条第３号

に規定する無形文化

財の保持者若しくは

団体が芸能を保存し、

又は伝承する目的の

ために利用する場合 

 東京都板橋区立郷土資料館 観

覧

料 

１ 区内の幼稚園、

保育所、認定こど

も園等が教育又は

保育目的のために

利用する場合 

免除   東京都板橋区立郷土資料館 観

覧

料 

１ 区内の幼稚園、

保育所、認定こど

も園等が教育又は

保育目的のために

利用する場合 

免除  

 ２ 区内の学校教育

法第１条に規定す

る学校（区立学校

及び幼稚園を除

く。）が教育目的

のために利用する

場合 

免除   ２ 区内の学校教育

法第１条に規定す

る学校（区立学校

及び幼稚園を除

く。）が教育目的

のために利用する

場合 

免除  

 学校施設（付帯設備を除く。） １ 区内の幼稚園、保育

所、認定こども園等が

教育又は保育目的の

ために利用する場合 

免除   学校施設（付帯設備を除く。） １ 区内の幼稚園、保育

所、認定こども園等が

教育又は保育目的の

ために利用する場合 

免除  

 ２ 区内の特別支援学

校が教育目的で利用

する場合 

免除   ２ 区内の特別支援学

校が教育目的で利用

する場合 

免除  

 ３ 少年・少女団体（監

督・コーチ・指導者等

を除く構成員全員が

免除   ３ 少年・少女団体（監

督・コーチ・指導者等

を除く構成員全員が

免除  
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改正後 改正前 

15歳以下で構成され

ている団体をいう。）

がスポーツ・文化活動

等で利用する場合 

15歳以下で構成され

ている団体をいう。）

がスポーツ・文化活動

等で利用する場合 

 ４ 板橋区選挙管理委

員会の申請で公職選

挙法（昭和25年法律第

100号）第161条による

選挙期間中の個人演

説会で利用する場合

（公職選挙法第164条

に基づき、初回に限

る。） 

免除   ４ 板橋区選挙管理委

員会の申請で公職選

挙法（昭和25年法律第

100号）第161条による

選挙期間中の個人演

説会で利用する場合

（公職選挙法第164条

に基づき、初回に限

る。） 

免除  

 ５ ＰＴＡ団体（区立

小・中学校にあるＰＴ

Ａ（世話人会を含む。）

の現役のみで構成さ

れている団体をい

う。）が利用する場合 

５割相当額   ５ ＰＴＡ団体（区立

小・中学校にあるＰＴ

Ａ（世話人会を含む。）

の現役のみで構成さ

れている団体をい

う。）が利用する場合 

５割相当額  

 ６ 高齢者団体（構成員

の半数以上が65歳以

上で構成されている

団体をいう。）が健康

づくり・介護予防とな

る活動で利用する場

合 

５割相当額   ６ 高齢者団体（構成員

の半数以上が65歳以

上で構成されている

団体をいう。）が健康

づくり・介護予防とな

る活動で利用する場

合 

５割相当額  

 学校施設（付帯設備に限る。） １ 区内の幼稚園、保育

所、認定こども園等が

免除   学校施設（付帯設備に限る。） １ 区内の幼稚園、保育

所、認定こども園等が

免除  
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改正後 改正前 

教育又は保育目的の

ために利用する場合 

教育又は保育目的の

ために利用する場合 

 ２ 区内の特別支援学

校が教育目的で利用

する場合 

免除   ２ 区内の特別支援学

校が教育目的で利用

する場合 

免除  

 

付 則 

この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

 

 


